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つなぎ温泉 四季彩   　つなぎ百貨堂

今が旬！つなぎ鱧フェア
10 月まで期間を延長します。鱧フェア応援クー
ポン券（500 円）の利用も延長
しますので、お早めにご利用くだ
さい。

秋の味覚フェア
秋が旬の食材を使ったメニューを週替わりで販
売します。秋の旬をぜひご賞味ください。
▶期間　10/1 ㈭～ 10/31 ㈯　　

秋の味覚フェア
▶極上みかん「肥のあかり」入荷
全国発送も承り中です。10/10 ㈯まで。
▶名産「一勝地・毎床梨」連日入荷中
ジャンボ新高梨　10/6 ㈫ごろまで
　　　   新興梨　10/6 ㈫ごろから
▶名物みかん「肥のあけぼの」
10/25 ㈰から入荷予定。
全国発送も承ります。

問い合わせ先：つなぎ百貨堂　☎ 78 ｰ 2000
営業：午前 9 時～午後 6 時　休業日：第１水曜日

問い合わせ先：つなぎ温泉四季彩　☎ 78 ｰ 4126
営業：午前 10 時～午後 9 時　休業日：第 1 水曜日

町 HP

離婚時の年金分割制度は２年以内に
　離婚時の年金分割制度

問住民課住民班　☎７８－３１１３（内１１２）　
　　八代年金事務所　☎０９６５－３５ー６１２３

　離婚した場合、２人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。 

出張年金相談の案内
【相談時間】9:30~15:30
○10/8 ㈭・22㈭　水俣市もやい直しセンター
○10/9 ㈮　芦北町役場
相談方法―
事前に電話予約を行ってください。
○八代年金事務所出張相談予約窓口（平日 8:30~17:15）
　電話番号：0965-35-6123
※相談者の基礎年金番号が分かるものを準備してく
ださい。

①合意分割 　 　 
　２人からの請求で年金を分割できます。年金分
割の割合は、２人の合意か裁判手続きで決まります。
②３号分割
　サラリーマンの妻である専業主婦など、国民年
金第３号被保険者だった人からの請求で年金を分
割できます。平成 20 年４月以降の第３号被保険 
者期間中の報酬額が分割の対象です。 
▶対象 　厚生年金保険の被保険者か共済組合の
組合員の被扶養配偶者で、 20~60 歳未満。

　厚生年金は給与などの報酬額をもとに保険料を
納付し、報酬額の記録に応じて厚生年金が支払わ
れます。離婚時の年金分割があると、婚姻期間中
について、厚生年金の支給額の計算の基となる報
酬額の記録が分割されることになり、年金額を２
人で分割できます。　

　年金分割の方法（離婚後２年以内で手続き）

妻【報酬額の記録なし】
⇒厚生年金は
　支給されず　

報酬額の記録

⇒報酬額に応じた
　年金額を支給

報酬額の記録

⇒分割された
　年金額を支給

報酬額の記録
⇒分割された
　年金額を支給
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　離婚時の年金分割のイメージ

例サラリーマンの妻である専業主婦であった人の
場合（厚生年金）

水俣・芦北地域振興財団助成事業を募集します水俣・芦北地域振興財団助成事業を募集します

令和３年度令和３年度

　令和 3 年度の水俣・芦北地域振興財団助成事業を次のとおり募集します。
　希望する人は、申請期限内に申し込みを行ってください。

地域振興事業
　環境配慮型の研究開発などを行う事業に対し、費
用を助成します。
▶対象団体
①水俣市・葦北郡で事業を行う株式会社、その他法人
②水俣市・葦北郡に所在する法人と連携して事業を　　　
　行う大学、短期大学、高等専門学校
▶対象事業
①環境に対する負荷の軽減に役立つ環境配慮型の　
　先端技術の研究開発事業
②水俣市・葦北郡を中心とする地域における環境
　配慮型の研究開発を促進する事業

《参考》令和２年度実施事業（抜粋）
・ネットゼロエネルギー地域（ZEA）の実現を目指し、
エネルギーの見える化（EMS）の手法を開発する事業
・「植物工場技術」を活用し、高定着率アマモ苗を
効率的に大量生産できる技術を確立する事業
▶対象条件
①事業財源に国・県からの助成金などを含まない　
　こと
②生産目的の設備投資、仕入れなど営利活動でない
　こと
③審査委員会、財団理事会で適当と認められるもの
▶申請期間　
▷一次募集
　11 月６日（金）～令和３年１月４日（月）
▷二次募集（一次募集で締め切る場合があります。）
　令和３年１月８日（金）～３月１日（月）
▶注意事項　
新型コロナウイルスの感染状況などによって、この助
成事業が中止になる場合があります。
▶申請先　
　政策企画課

実施団体 取り組み内容

津奈木町

アーティスト・イン・レジデンスつなぎの軌跡
つなぎだョ！全員集合

住民参画型アートプロジェクト　
柳幸典つなぎプロジェクト

環境技術研究開発助成事業

問い合わせ　政策企画課　☎７８－３１１４（内２２２）

　地域の産業の振興に関する事業や地域住民などの自
主的な地域づくり活動に、水俣・芦北地域振興計画に
基づく地域振興事業として助成を行っています。「町の
特産品を開発したい」、「町を元気にするためのイベント
を開きたい」など、地域で行う自主的な地域づくり活
動に対して費用の一部を助成します。

▶対象団体　原則、町内に事務所を置く団体
※若年層支援事業は 15~29 歳の個人または 15~29
歳の個人を主な構成員とする団体（該当要件あり）
▶対象事業
①地域の産業振興に関するもの
②地域住民などの自主的な地域づくり活動に関するもの　
③地域の再生・振興に関するもの
▶補助限度額　
　事業費の一部で 400 万円以内

（若年層支援事業は 50 万円以内）
▶実施期間　
　令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年２月 21 日
※水俣・芦北地域振興計画に基づく地域振興事業とし
て助成します。
▶申請期限　12 月７日（月）
▶申請先　政策企画課
★今年度は以下の事業で助成が行われています。

※若年層支援事業
令和３年度から高校生や大学生などの活動に助成す
る事業を新設しました。「地域の事業者と連携した
新商品開発」などさまざまな活動を支援します。


